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芸術の森地区 学校跡活用検討会議のおしらせ 

芸術の森地区では、石山東小学校と常盤小学校が統合し、令和３年４月に芸術の森小学校が開校し

ました。このおしらせでは、石山東小学校と常盤小学校の跡活用の検討状況について、地域住民の皆さ

まに随時お知らせしてまいります。 

～このおしらせはまちづくりセンターなどで配布しています～ 

 

 

 

 

 

石山東小学校について、令和４年 3 月 11 日(金)付けで公募提案型

売却における最優秀提案者である「社会福祉法人北海道社会福祉事業

団」様（以下「北海道社会福祉事業団」）と売買契約を締結しました。 

 

◆事業概要 （令和４年６月時点。今後、地域との調整により変更される可能性があります。） 

  ○ 基本理念・基本方針 

   ① 質の高い障がい児支援サービスの提供 

   ② 地域コミュニティの活性化 

   ③ 共生社会の実現 

  ○ 事業内容・活用内容 

   現在、北海道社会福祉事業団が運営している「もなみ学園」を現在地から旧石山東小学校

跡地に移転して、既存校舎を障がい児入所支援サービス等を提供する施設として活用する。 

また、敷地内にサテライト型障がい児入所施設を２棟新設して、さらに質の高い障がい児

支援サービスを提供する。 

  ＜施設の機能配置＞ 

既存校舎 

 １階 ・障がい児通所支援エリア       ・相談支援エリア 

・芸術の森地区社会福祉協議会エリア  ・厨房、職員室エリア 

 ２階 ・障がい児入所支援エリア 

・障がい児通所支援エリア（集団療育部分） 

 ３階 ・障がい児入所支援エリア  ・大会議室、研修室エリア 

 体育館・グラウンド ・地域に開放 

 プール ・駐車場（解体後） 

新築建物 

 ２棟 ・サテライト型障がい児入所支援エリア 
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石山東小学校及び常盤小学校の跡活用について、ご意見がございましたら、 

最終ページの連絡先にお寄せください。 

石山東小学校の

売買契約の締結

について 
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  ○ 地域貢献・連携に関する事項 

   ① 学園内の施設開放 

     体育館、グラウンドを地域に開放。また、利用料金はそれぞれ体育館が従前の学校開

放事業と同程度、グラウンドは無料。なお、可能であれば令和４年から先行実施予定。 

   ② 地域防災への参画 

     地域住民の避難場所、避難物資の保管場所として、体育館とグラウンドを提供。また、

町内会主催の防災訓練等へ積極的に参加するなど、地域と防災体制について連携協力。 

   ③ 地域福祉の理解促進 

     芸術の森地区連合会や町内会、社会福祉協議会等が主催するイベントへ積極的に協

力・参加するとともに、地域の方々にもなみ学園の学園祭などの行事に参加してもらう

など、地域の方々との交流を通して、障がいに対する理解や共生社会の考え方が地域に

広まるよう取り組む。 

 

  ○ 今後のスケジュール 

令和４年 ８月 設計 

令和５年 1 月 工事手続き 

 ４月 着工 

令和６年 ４月 施設オープン 

    ※進捗により変動する可能性あり 

 

 

 

■ ご意見・ご質問は、下記までお寄せください ■ 

■ 石山東小学校・常盤小学校の跡活用に関すること 
札幌市まちづくり政策局 都市計画部 地域計画課（調整担当） 

〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎５階 

TEL：011-211-2545 FAX：011-218-5113 Ｅ-mail：chiiki-chosei@city.sapporo.jp 

■ 会議の運営に関すること 
札幌市教育委員会 生涯学習部 学校施設課（学校規模適正化担当） 

〒060-0002 札幌市中央区北２条西２丁目 ＳＴＶ北２条ビル５階 

TEL：011-211-3836 FAX：011-211-3837 Ｅ-mail：gakkokibo@city.sapporo.jp 

さっぽろ市 
02-B03-22-1402 

R4-2-964 

当おしらせは、まちづくり政策局及び教育委員会のホームページにも掲載しています。 

 ≪まちづくり政策局≫ 

 芸術の森地区学校跡活用検討会議 検索

≪教育委員会≫ 

 地域選定プラン 検索

新築施設イメージ 
（※変更の可能性あり） 


